
※１「ねんきん特別便」の配付にご協力いただけない事業所については、被保険者の

方の住所に直接送られます。 
※２事業主から従業員の方々への配付が容易になるよう、事業主の要望順に「ねんき

ん特別便」を並べ替えて発送するため、現時点では具体的な発送日をお示しでき

ませんが、８月上旬以降に個別に社会保険事務所へお問い合わせ下さい。 

ね
ん
き
ん
特
別
便
が
現
役
加
入
者
に
も 

順
次
発
送
さ
れ
ま
す 

 

  

昨
年
秋
か
ら
発
送
が
開
始
さ
れ
た
『
ね
ん
き
ん
特
別
便
』
で
す

が
、
発
送
開
始
時
期
に
よ
り
年
金
受
給
者
、
加
入
者
の
状
況
が
違

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
ね
ん
き
ん
特
別
便
』
は
本
年
１
０
月
ま
で

に
取
り
あ
え
ず
完
了
す
る
予
定
で
す
。 

  

●
本
年
３
月
ま
で
に
送
付
さ
れ
た
場
合 

 

年
金
記
録
に
も
れ
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
年
金
受
給
者
・
現
役

加
入
者
に
は
青
色
の
封
筒
で
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。
報
道
に
よ
れ

ば
、
未
だ
回
答
が
な
い
も
の
も
多
数
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

●
本
年
４
月
か
ら
５
月
ま
で
に
送
付 

 

３
月
ま
で
に
お
送
り
し
て
い
る
方
以
外
の
す
べ
て
の
年
金
受
給

者
に
は
緑
色
の
封
筒
で
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
発
送
さ

れ
た
場
合
は
、
年
金
記
録
に
も
れ
が
あ
る
可
能
性
が
低
い
年
金
受

給
者
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
全
く
も
れ
が
な
い
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
年
金
記
録
自
体
を
よ
く
確
認
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

 

●
本
年
６
月
か
ら
１
０
月
ま
で
に
送
付 

３
月
ま
で
に
お
送
り
し
て
い
る
方
以
外
の
す
べ
て
の
現
役
加
入

者
に
緑
色
の
封
筒
で
発
送
さ
れ
ま
す
。
こ
の
間
に
発
送
さ
れ
た
場

合
は
、
年
金
記
録
に
も
れ
が
あ
る
可
能
性
が
低
い
年
金
受
給
者
を

対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
全
く
も
れ
が
な
い
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
年
金
記
録
自
体
を
よ
く
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
被
保
険
者
区
分
に
応
じ
て
次
の
２
パ
タ
ー
ン
に
な
り
ま
す
。 

 ①
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
（
自
営
業
、
学
生
の
方
な
ど
）、

第
３
号
被
保
険
者
（
専
業
主
婦
の
方
な
ど
）
に
は
、
直
接
ご
本
人

の
住
所
へ
８
月
中
旬
か
ら
１
０
月
下
旬
に
か
け
て
、
年
齢
の
高
い

方
よ
り
順
次
発
送
い
た
し
ま
す
。 

 

②
会
社
勤
め
の
方
に
は
、
お
勤
め
の
会
社
を
通
じ
て
（
会
社
の
ご

協
力
が
得
ら
れ
た
場
合
）
又
は
直
接
ご
本
人
の
住
所
へ
６
月
２
３

日
か
ら
１
０
月
上
旬
に
か
け
て
、
順
次
発
送
い
た
し
ま
す
。
具
体

的
な
発
送
日
は
下
関
市
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

  
               

 

●
よ
く
あ
る
質
問 

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
た
期
間
が
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
年
金
加
入
記
録
回
答
票
」
に
は
ど
の
よ
う

に
記
入
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？ 
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ねんきん特別便の配布にご協力いただける事業所 
下関社会保険

事務所 本人直送（※１） 被保険者数500
名未満の事業

所 

被保険者数500
名以上 1000 名

未満の事業所 

被 保 険 者 数

1000 名以上の

事業所（※２） 

発送開始 ７／１６～ ８／４～ ８／４～ ＊＊＊ 

共
済
組
合
員
等
の
正
確
な
加
入
記
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共

済
組
合
で
管
理
し
て
い
ま
す
。「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
で
は
、

原
則
、
平
成
９
年
１
月
以
降
の
共
済
組
合
員
等
の
加
入
期

間
（
平
成
９
年
１
月
以
前
か
ら
引
き
続
き
組
合
員
で
あ
っ

た
場
合
は
、
平
成
９
年
１
月
以
前
の
期
間
も
含
み
ま
す
。）

に
つ
い
て
各
共
済
組
合
等
か
ら
社
会
保
険
庁
に
情
報
提
供

さ
れ
て
い
る
加
入
月
数
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
共
済
組
合

員
期
間
は
、
別
途
、
各
共
済
組
合
か
ら
送
付
さ
れ
る
年
金

加
入
記
録
の
お
知
ら
せ
で
ご
確
認
下
さ
い
。
し
た
が
っ
て
、

社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
し
て
い
る
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

に
つ
い
て
は
、
共
済
組
合
員
期
間
以
外
の
年
金
加
入
記
録

を
ご
確
認
し
た
上
で
、
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 


